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企業内英語教育の展開過程と教育的意義

岩　田　京　子

The Development of In-Company English Education and its Educational Significance

Kyoko  Iwata
（2010年11月26日受理）

１．はじめに（研究目的）

　企業が社員を対象に行う英語教育・施策（企業内
英語教育）は，古くはその原形を明治時代の職工の
教育訓練の学則の中にも見ることができる（坂口 
1992）。今日的な企業内英語教育は，近代的な人材
育成が企業で開始された戦後から始まり，それ以降
今日まで長い発展過程を持つ。そして今，グローバ
ル化した経済・社会に対応しようと，企業は英語教
育の整備・充実を加速化させている
　戦後から現在まで，日本企業の国際化・グローバ
ル化⑴の流れの中で，企業内で組織的・体系的に行
われてきた企業内英語教育ではあるが，その実態
についての研究は未発達のままである。そこには，
英語を含めた企業内教育が人事労務管理⑵と考えら
れ，勤労者の教育としての側面に焦点が当たってこ
なかったことがある。
　本研究の目的は次の２点である。まず，戦後から
現在まで，日本企業の国際化・グローバル化の流れ
ともに，企業内英語教育の展開過程を追うことであ
る。２点目は現在の企業内英語教育の中に，「企業」
と「勤労者」の立場から，積極的に教育的意義を見
出すことである。
　本研究は，マクロの視点で企業内英語教育を俯瞰
するもので，個別企業の英語教育について検討する
ものではない。なお，「勤労者」「社員」という語を
用いているが，ほぼ同義とし，それぞれの文脈にお
いて適切な方を使用している。

２．研究の背景

　日本における小学校の英語教育は，実質的には
2002年度より行われてきたが，2008年３月に公示
された新しい『小学校学習指導要領』で，小学校５

学年と６学年の外国語活動（原則として英語）の実
施が明示された。その是非は，現場の教師，保護者
や研究者の間で議論を呼び起した。中等教育におけ
る英語教育の拡充には社会的コンセンサスが得られ
ているが，小学校での英語教育には，今だ，疑念の
声も多い。しかし，議論・疑念はともかくとして，
2011年度から本格的に実施されることになったの
である。これで，小学校から大学までの「学校」で
英語教育が行われることになる。
　それでは，「学校」卒業後の成人の英語教育はど
のようになっているのだろうか。終戦直後から⑶，
幾度かの国際的イベントに伴う「英語ブーム」の
後，現在でも英語を学習する成人は多い⑷。『平成
18年社会生活基本調査』によると，日本人の行う
学習・研究の種類として「パソコンなどの情報処
理」「芸術・文化」に続いて「英語」が多く，学習
頻度も高い。学習の目的も「自分の教養を高めるた
め」だけではなく，「仕事につくため」や「現在の
仕事に役立てるため」などの実利的動機も目につ
く。学習の方法としても，公的機関・民間・大学な
どの「学級・講座・教室など」から「テレビ・ラジ
オ」「通信教育」まで幅広い。
　英語を趣味や教養として楽しんで学習している成
人もいるが，企業に勤め日々ビジネスの最前線に立
つ勤労者には，英語はもっと深刻な問題になる。昨
今の企業活動のグローバル化に対応するグローバル
人材⑸には，英語は必須条件であるからだ。ヤマモ
ト（2006：30）は語学力（英語）について，「『義
務』とすべきだろう」と述べている。『グローバル
人材育成への課題－なぜグローバル人材は育たない
のか』（白木他2009）という座談会でも，ビジネス
の知識やスキル，教養，職業観に加えて，英語の必
要性が強調されている。
　グローバル人材の必須条件のひとつが英語である
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ことは，（社）日本経済団体連合会（以下，経団連）
からも聞こえる。『グローバル化時代の人材育成に
ついて』（2000年３月）で，グローバル人材の基礎
的能力として「日常会話をはじめとする英語力」を
挙げている。
　企業や経済団体からだけではない。約7,400名を
対象としたアンケートにおいて「過去５年間と比べ
て，あなたの生活のなかでの英語の重要性は高まり
ましたか」の問いに，「非常に高まった」（46.0%），
「やや高まった」（25.2%）と回答している（小池
他2010：７）。約７割の人が英語の重要性の高まり
を感じていることになる。
　しかし，英語力の必要性の高まりとは裏腹に，英
語力の不足に頭を悩ませている姿も目立つ。上述の
経団連の意見書では，「経団連が1999年11月に会
員企業を対象に行ったアンケート調査でも，産業競
争力の視点から『英語力の不足』を懸念する回答が
最も多く，企業は社員の英語教育にかなりの時間と
費用の負担を強いられているという指摘が数多く出
された」と強い不満が示されている。
　先の小池他（2010）の調査でも，英語に対する
自信のなさや，英語力の不足を認識している声が聞
こえる。簡単なリスニングはできても，複雑な内容
になると理解度が下がり，国際交渉力で問題が生じ
る場面もあるようだ。企業も，そして勤労者も，同
じように英語力についての悩みは深い。
　その勤労者の英語力を向上させようと企業で実施
されているのが，企業内英語教育である。英語を含
む企業内教育の実施率は高い。2009年度１年間の
正社員に対する企業の教育訓練の取り組みをみる
と，Off-JT 実施率は68.5％，計画的な OJT を実施
した事業所割合は57.2％となる。企業規模別でみ
ると，100人以上の企業において６割台，1,000人
以上企業においては８割弱となっている⑹。経済状
況の悪化のなかでも，企業内教育の実施率は高い。 
英語に関して言えば， 「職場での時間外」で英語を
学習・研究している総数は，69万７千人（男性：
45万２千人，女性：24万４千人）に上る⑺。
　また，企業内教育の多様な学習カリキュラム（対
象者別・目的別など）や学習形態（OJT や Off-JT）
に富み，その充実ぶりは他国に類を見ない。日本に
おいて「企業内教育の分野のみしか，勤労者を対
象とする教育制度はないのである」（瀬沼 2001：
132）という主張もあり，成人教育における企業の
教育力は注目に値する。
　しかしながら，企業内教育・企業内英語教育は，
教育学の諸領域において長年に渡って，周縁的な研
究課題であった。児童・生徒を対象とする「学校教
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育」に対して，勤労者を含む成人の教育は，「社会
教育」が研究対象とするところである。社会教育法
（1949年）第二条では，「学校の教育課程として行
われる教育活動を除く，主として青少年及び成人に
対して行われる組織的な教育活動（体育及びレク
レーションを含む）をいう」と社会教育を定義して
いる。社会教育が研究対象とする年齢層は広く，学
習内容も娯楽的要素を含むなど広範囲に及ぶ。
　学習者の年齢と学習内容の広さから判断すると，
企業内教育も社会教育の一分野を言えそうだが，企
業内教育が社会教育の文脈で論じられることはあま
り行われてこなかった。その理由は大きく２点に集
約できるだろう。１点目は，国や地方自治体の教育
委員会など，社会教育行政の援助のもとにおける教育
こそが社会教育であると考えられており⑻，「公」が
関わらず，「民間」企業が独自に実施する教育は，社
会教育からはずれると見なされてきたことである⑼。
　２点目は，企業内教育が「教育」ではなく，企業
による「人事労務管理」であると捉えられたことで
ある。企業内教育とは，企業が円滑な企業活動を行
うために必要な労働サービスの獲得を目指し，勤労
者が保持している職業能力を発揮・開発するために
実施するものであり，一義的目的は企業の利益追求
で，勤労者は受益者ではないとの考え方である。こ
うして行政が関わらず，民間企業が行う人事労務管
理と捉えられた企業内教育は，社会教育の研究分野
外へと位置づけられることになる。
　では，産業経済の発展のための産業教育の領域で
は，企業内教育はどう扱われてきたのだろうか。元
木（2001：２）は，「産業教育は生涯教育（学習）
の産業・労働的側面を強調した概念であり，なかで
も経済や労働の諸活動と密接な関連をもつこと」と
述べている。この定義に依れば，企業内教育は産業
教育の中心に位置してしかるべき研究領域のはずだ
が，中石（1996：８）が指摘するように，「産業教
育あるいは産業教育研究の領域においては，学校教
育における問題が中心的課題となっており，入職後
の企業等での教育・訓練に対する問題意識は希薄」
である。それは，産業教育が依拠する「産業教育振
興法」（1951年）第二条⑽で，教育の対象者が中学
生から大学・高等専門学校までの生徒・学生に対象
が限定されており，産業教育研究が「学校」におけ
る「生徒・学生」の職業教育の進展には寄与するも
のの，「企業」における「社員（勤労者）」を対象と
する企業内教育までは研究テーマとならなかったの
だろう。
　企業内教育が社会教育や産業教育の分野で未発達
な理由としては，企業内教育が労使間の安定を目的
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とした，企業という「強者」から労働者という「弱
者」へ向けた「管理装置」と考えられたことも影響
する。山崎・芹沢（1982）は，企業内教育を技術
教育と思想・精神教育に大別し，「独占資本」が最
も重要視しているのは，労働者への思想・精神教育
であり，「企業内教育の要をなしている」（P.131）
と主張している。同じ見方は一部の労働組合の活動
家にも見られる（平沼1987）。単純に言えば，企業
内教育は，資本（企業）の「都合」ためであり，決
して，労働者の「福利」のためではないとの考えで
ある。それ故に，「企業内教育という研究課題は，
第二次大戦後のわが国の教育学界において多くの研
究者から忌避され，多くの学会で真正面から取り上
げられることのない課題」（元木2001：1，下線筆
者）だったのである。産業教育でも企業内教育は中
心的研究対象ではない⑾。
　同様のことは，英語教育にも言える。英語教育学
は成熟した学問領域ではあるが，その国内での研
究対象の多くが，学校教育を受ける児童・生徒・
学生であり，「学校」卒業後の成人を研究対象とし
たものは相対的に少ない⑿。英語史，英語教育史で
も「学校」での英語教育についての歴史的考察は
進んでいるが，「企業」での英語教育について検討
された跡は見られない（伊村2003，江利川2006＆
2008，斎藤2007）。
　ここにも，日本の教育の中心は学校教育・教科
教育であるという伝統的な考えが見える。加えて，
「英語学習は早ければ早いほど良い」や，「学校で
基礎的な英語を習得できていれば，大人になっても
学習は可能である」という一般的な言説の影響もあ
るのだろう。上述した産業教育と同じく，英語教育
も学校教育中心であり，卒業後の成人（勤労者も含
め）の英語教育に関する研究は蓄積されていない。
　企業内教育は社会教育・産業教育で，そして企業
内英語教育は英語教育でも，主流となる研究課題と
は捉えられてこなかった。しかしながら，他方で，
企業内教育の潜在的な可能性を指摘する研究も存在
する。瀬沼（2001）は，企業内教育は終身雇用体
制の崩壊や近年の厳しい経済状況の中でも継続して
行われ，ほぼ100％の企業で何らかの企業内教育が
実施されている現状を指摘し，企業内教育は勤労者
の「教育機関」のひとつとして日本では定着してお
り，企業を「教育の提供者」と認めている。また，
企業内教育は世界に冠たる日本型生涯学習の特徴の
ひとつであると，その特異性を高く評価している。
　また元木（2001：５）は，「わが国には，学校形
態の教育方式とは別の体系として，働く人の教育方
式としての，企業内教育という優れたキャリアー開

発の歴史と実績が存在するのであるから，これを今
後どのように維持・発展すべきかを，国家的課題と
して検討すべき時である」と，産業教育の立場から
も瀬沼と同様の主張をし，企業内教育の将来的発展
性を指摘している。
　さらに倉内（2001）は，社会教育が「公」を中
心とする現状を問題視し，企業内教育を含めた様々
な学習機会，学習活動を展開すべきだと，より柔軟
な社会教育の姿を主張している。
　瀬沼，元木，そして倉内ともに，現在まで学問的
には「日陰」に位置しながらも，着実に実践を重ね
られてきた企業内教育の有効性に着目し，その研究
を発展させることで一致している。裏を返せば，こ
れまでの企業内教育に対して体系的な研究が稀少で
あったということである。しかし，それは，現在ま
で行われてきた英語教育を含む企業内教育に，価値
がないという意味では決してない。生涯学習社会・
知識基盤社会⒀の実現が求められ，加速する経済・
社会の大きな変化に対応するためには，国民の教育
を学校教育と家庭教育だけで完結させることは，も
はや不可能である。「学校」卒業後の勤労者が，時
と場合に応じてに学習を開始したり，継続すること
ができる教育・学習システムを社会に構築すること
こそが必要となる。企業内教育・企業内英語教育
は，その任を果たす選択肢のひとつとして，大いに
期待できよう。

３．企業内英語教育の展開過程－日本経済の
歩みとともに

　先に述べたように，企業内英語教育は教育学の諸
領域で主要テーマと見なされてこなかったこともあ
り，企業内英語教育に関する文献・資料は少ない。
『企業における英語教育の現状』（全国能率連盟人
間能力開発センター1978：３）でも，「各種の英語
教育の中で最も実態がわかっていないのが，企業内
教育の一環として行われている英語教育である」と
も言われている。依拠する文献・資料が限定的なが
らも，戦後から現在までの企業内英語教育の展開過
程を追う（表１参照）。
　戦争は日本の産業に破壊的な打撃を与え，戦後の
日本は廃墟からの再建で始まった。終戦直後の日本
経済は壊滅的状態で，国民は物資の絶対的不足とイ
ンフレーションに苦しめられたものの，さまざまな
政策や朝鮮戦争の特需を背景に，重工業は息を吹き
返し，日本は戦後の復興から自立の道を辿っていっ
た。その中，1949年に国や GHQ の指導の下に，ア
メリカから輸入された教育訓練である TWI や MTP
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表１　企業内英語教育の展開過程
和暦 西暦 経済・社会状況、その他 企業内英語教育

昭和20年代

1940年代後半
～

1950年代前半

1945年　終戦

1945年～1950年　戦後混乱期
1940年前半～50年後半（昭和20年代）　ある総合商

社：ボランティアグループ活動で英語学習、申請によ

り会社が適当に補助⑴

1952年から　ある総合商社：海外就業制度実施（30歳

以下の男性のみ）、その他に特別研修制度（ビジネス

スクール）、海外研修員制度⑴

1949年　TWI、MTP 導入
1950年～1955年　戦後復興期

1950年～1953年（休戦）朝鮮戦争

昭和30年代

1950年代後半

～

1960年代前半

1955年　日本産業訓練協会設立

1955年～1957年　神武景気
1956年　経済白書「もはや戦後で

はない」
1958年～1961年　岩戸景気 1958年　Ｂ総合商社：海外語学研修開始⑶

1961年　松下電器が英語研修制度開始⑷

1962年　Ｂ総合商社：「特認語学研修制度」（全額社費

負担）「社外語学研修制度」（一定額の社費補助）⑵

1966年～1970年　いざなぎ景気

1968年　GNP 世界２位になる

1963年　ある総合商社、研修課ができ本格的に教育活

動⑴

1964年　ある総合商社、資格審査によりボランティア

グループへの補助制度つくる⑴

昭和40年代

1960年代後半

～

1970年代前半

1965年　ある総合商社、新人教育の一環として英会

話、商業英語などを教えた⑴

1965年頃（昭和40年頃）から　ある鉄鋼会社、英語中

心に研修⑴

1969年　F 総合商社：「英語研修 SBE」開始⑶

1971年から　ある総合商社、体系的英語研修を開始し

た⑴

1971年　Ｆ総合商社：「英語能力判定制度」開始
1972年　Ｃ電気機器メーカー、語学研修所の設置⑶

1973年　第一次オイルショック

1973年　旭化成「外国語能力・登録制度」をスタート⑴

AKSEPT (Asahi Kasei's Score in English Proficiency 

Test) スタート

1973年　Ｆ総合商社：「BCP 英語研修」を実施

昭和50年代

1970年代後半

～

1980年代前半

1975年　日立製作所　独自の社内英語検定制度を導入⑷

1979年　第二次オイルショック
1980年　Ｃ電気機器メーカー、国際研修所の設立⑶

1985年　プラザ合意
1986年～1991年　バブル景気

昭和60年代
1980年代後半

1980年代後半　社員に経営学修士（MBA）を取得させ

るために、海外派遣させる企業も数多く出現した。

1985年　Ｇ百貨店「社内スクール」（英会話、中国語

会話などの語学講座）スタート⑶

平成 1989年　米ソ冷戦終結
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和暦 西暦 経済・社会状況、その他 企業内英語教育

平成

1990年代

1991年　ソビエト連邦崩壊
1992年　バブル崩壊
1993年～2002年　「失われた10年」

1995年　（株）日立製作所、TOEIC 採用、スコアによ

り人事評価⑶

1996年２月、富士通（株）の社長以下、社員3万人が

TOEIC を受験
1997年　（株）コマツは経営のグローバル化に対応し

て、英語力 (TOEIC のスコア）を人事の昇格要件に組

み込む

1997年　日産自動車（株）は TOEIC400点以上の社員

を対象とした「一般語学研修」を開始

2000年

～

2010年

2000年　『グローバル化時代の人

材育成について』（経団連）
2001年　日産自動車（株）の社長

兼最高経営責任者に外国人が就任
2001年　（ 株 ） 日 立 製 作 所 は「 経 営 幹 部 要 員 は

TOEIC800点以上課長昇格時には650点以上が条件」と

いう基準を設定した（正式）

2001年　SMK（株）が社内英語公用語化を発表
2002年　スミダコーポレーション（株）が社内英語公

用語化を発表
2002年～2010年　世界金融危機
2008年　リーマンショック

2008年　日本板硝子（株）の代表

執行役員に外国人が就任
2010年　ファーストリテイリング（株）と楽天（株）

が社内英語公用語化を発表

出典：
⑴　全国能率連盟人間能力開発センター (1978) ⑵　日本労働研究機構 (1995)
⑶　日本労働研究機構 (1996) ⑷　安達（2004）
⑴～⑷を基に筆者が作成。
企業名のアルファベットは出典のとおり。

が実施された⒁。1955年には日本経済団体連合会
が「日本産業訓練協会」を設立し，TWI や MTP の
実施を担った⒂。
　これらの教育訓練は，企業が労使関係の安定を目
指すためことが目的でもあるが，同時に企業が近
代的な人材育成の重要性に気づく契機ともなった。
英語で言えば，ある商社で1950年前後（昭和20年
代）にはボランティアグループ活動として英語学習
が始められ，企業が費用の補助を行っている。ま
た，1952年から海外就業制度（30歳以下の男性の
み），特別研修制度（ビジネススクール），海外研修

員制度と人材育成制度を設立していった。企業内英
語教育が日本企業で始まったのは，戦後ほどなくの
ことだと言えよう。
　日本は，早くも1950年代半ばには主要な経済指
標において戦前水準を回復していった。1956年度
経済白書が「もはや戦後ではない」と記述したよ
うに，日本経済はこの時期を境に戦後の復興を終
え，近代化への道を歩み始める。重化学工業化が進
み，現場管理制度の改正，臨時工の常用工化，コン
ピュータの業務利用，事業部制の導入，長期経営計
画の策定，中央研究所の設立など，経済・経営がダ



180

イナミックに動きだした時期であった。
　その動きに合わせ，各企業が自社独自の人材育
成プログラムを策定するようになった。1950年代
後半から60年代後半（昭和30年代）から，「企業
内教育」という言葉が使用され始めたのは（元木
2001：２），多くの企業で体系的・組織的な教育が
徐々に普及，定着し始めた現れと言えよう。いわば
「近代的な企業内教育の黎明期」である。
　この頃の企業の海外事業と言えば，輸出を中心と
したものであった。そのため，英語を必要とする業
界は製造業や商社などに限られており，職種として
英語を必要とする社員も少数であった。ある総合商
社では海外語学研修を開始し，その後「特認語学研
修制度」（全額社費負担）「社外語学研修制度」（一
定額の社費補助）などの制度を整えていった。
　1965年から70年までは「いざなぎ景気」と呼
ばれる高度成長期である。1968年には国民総生
産（GNP）がアメリカに次ぐ世界第２位となる。
1970年代になると，貿易自由化，企業の海外販売
拠点の設置，海外進出等，企業活動の国際化が進
み，その対応のため，社員の英語研修の推進，海外
留学制度の整備などを実施する企業も増えている。
　千田（2009）は，1970年代の前半と後半におけ
る勤労者の英語学習の違いを指摘している。1970
年代前半における勤労者の英語学習は，読み書き中
心の「独学時代」で，費用も原則自己負担であった
と言う。しかし，70年代の後半になると，海外赴
任をする社員を研修機関へ派遣して集中的にトレー
ニングする「委託研修時代」となり，費用も多くを
企業が負担することになった。
　70年代の半ばを境にして，英語学習に関して，
社員個人の自助努力から企業の努力・企業からの支
援が本格的に始まったと言えよう。Hashimoto ＆ 
Lau（1976）は，当時の東証一部上場企業143社の
うち，122社が何らかの英語プログラムを実施して
おり，また52社が社員を留学させていることを明
らかにしている。
　さらに1980年代になると，大幅な円安のため，
輸送機械，電気機械，一般機械などの機械産業の輸
出が容易になり，日本は輸出依存度を高めていっ
た。日本の輸出拡大は，日米間に貿易摩擦を起こ
すほどであった。80年代前半の日本の海外進出は，
企業内英語教育にも影響を及ぼした。海外進出に伴
い，国際要員となりうる社員の質（英語力）を高め
るだけでなく，量（人数）を確保する必要性が高ま
り，その育成が喫緊の課題となった。そのため，講
師を招いて行う社内の英語研修が一般化するととも
に，一部の社員ではなく全社的に社員の英語力を上

げていく方針（ボトムアップ）が広がっていく。ま
た，当時の好景気は，企業が英語研修の費用を全額
負担する「会社丸抱え研修時代」（千田2009）を可
能にした。
　しかし，1985年のプラザ合意以降は，急激に円
高が進んでいく。吉原（1992）は，円高が定着す
る1986年を企業の「グローバル経営元年」と呼ん
でいる。新しい国際環境に対応するために，日本企
業が新たな経営展開を始めたからである。輸出中心
主義からの脱却と急速な円高の進行に対処するた
め，製造業を中心とした企業は，人件費などの安い
東アジア諸国へと生産拠点をシフトしていった。
　日本企業の海外直接投資と現地法人化が一気に推
進されると，国内外で国際要員が不可欠となった。
国際要員育成を目的に，英語研修制度の拡充や海
外の大学院での MBA（経営学修士）取得などの留
学制度が盛んになっていく。輸出中心の企業の国際
化の時代（1950年代後半～60年代前半＝昭和30年
代）と異なり，この80年代の国際化はより広範囲
な業界・業種に影響を及ぼしたため，必然的に英語
教育を実施する企業も増加した。「企業内英語教育
の量的拡大期」である。
　「企業内英語教育に関して，大きな転換期となっ
たのは，1990年代の『バブル崩壊以降』」（安達
2004：23）であると言われている。バブル崩壊以
降，日本経済は長期的な低迷状態に陥る（「失われ
た10年」）。経済成長率が大きく低下し，経済・雇
用情勢も厳しいものとなる。株価の下落など資産価
値も低落した。
　しかし，それは，米ソ冷戦終結（1989年），ソビ
エト連邦の崩壊（1991年）後のアメリカ一強によ
る市場原理主義・新自由主義がもたらしたグローバ
ル化の幕開けでもあった。グローバル化は急速に進
展し，企業にはかつてない程に国際経営の必要性が
高まっていった。規制緩和が進み，外資が日本に
入ってくるようにもなった。また，インターネッ
トの普及も国境の垣根を極めて低いものにした。
1980年代までは，「海外に進出するため」の企業の
英語教育であったが，90年代以降は，社員は日本
国内に居ながらも，英語が必要な時代となったので
ある。
　このようなグローバル化に関わる一連の経済・経
営環境は，90年代以降の企業内英語教育にも大き
な影響を及ぼすことになる。1996年２月，富士通
（株）の社長以下，社員３万人全員が TOEIC を受
験することを発表した⒃。当時の社長が「インター
ネットの急激な普及で英語力さえ備えていれば『簡
単に海外情報を得られるほか，提携先企業との交渉

岩　田　京　子
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も効率的に進められる環境が整った』」と判断した
からだと言う。
　企業が社員に英語の試験を課すことは，長年行わ
れてきており，珍しいことではない。企業独自の英
語検定試験を実施していた企業もある。例えば，日
産自動車（株）の「日産英検」，（株）日立製作所の
検定試験などが有名である（安達2004：38）。し
かし，富士通（株）で全社員が TOEIC を受験した
ことは，企業内英語教育の展開過程において記憶し
ておかれるべきである。なぜなら，富士通の TOEIC
受験以降，多くの企業が職場単位で TOEIC を受験
することになるからである⒄。
　翌1997年４月には，（株）コマツが経営のグロー
バル化に対応して，英語力（TOEIC のスコア）を
人事の昇進・昇格要件に組み込むという人事施策を
開始した。コマツは TOEIC を昇進・昇格要件にし
た最初の大手企業だと言われている⒅。コマツ以降
も，数多くの企業が TOEIC を昇進・昇格の条件に
している。また，TOEIC のスコアを報奨金の対象
としたり，英語研修の社員費用負担の基準にしたり
する企業もある。実際，この時期から TOEIC の受
験者数は飛躍的に増加している⒆。また，TOEIC の
スコアについての企業の取り扱い方がマスコミ報道
にのり，「企業内英語教育＝ TOEIC」という単純化
された理解が，世間に定着しつつあるのも事実であ
る。
　21世紀に入って日本企業はますますグローバル
化が進んでいく。世界各国に現地生産工場や現地
法人を持つ中小企業や，「多国籍企業」の数も増
加している。その中の企業である SMK（株）とス
ミダコーポレーション（株）が，それぞれ2001年
と2002年に，社内英語公用語化を発表した⒇。グ
ローバルに企業活動を展開する両社には，海外各国
に外国人社員も多いため，日本語で企業活動を行う
ことは，時間的・物理的・経済的なデメリットとな
る。SMK もスミダコーポレーションも，会議は原
則として英語で行われ，社内文書や，イントラネッ
トの使用言語も英語である。そのため，両社ともに
ユニークな施策を実施し，社員の英語力の養成を
図っている�。
　グローバル化の流れはさらに進んでいく。近年で
は，「モノ」「カネ」「情報」に加えて，「ヒト」を
めぐるグローバル化が目立ってきた。外国人が経
営トップを務める大企業もあるし�，多数の外国人
を採用し，新興国を含めた国際展開を図る企業もあ
る�。このような企業の中に，従来は「内需型」と
呼ばれている企業が含まれていることが注目できよ
う。

　その「内需型」の代表とも思われる「衣料」や
「サービス」業界にも英語公用語化の流れが起き
た。2010年ファーストリテイリング（株）（以下，
ユニクロ）と楽天（株）が相次いで英語公用語化を
発表した。ユニクロは2012年から，楽天は2012年
中に完全実施する予定である。両社とも海外での事
業展開を加速し，海外売上高の比率も高める目標を
掲げている。ユニクロは，「参加者のうち母国語が
異なる人が一人でもいる会議」や「世界に流す文
書」は原則的に英語にするという�。両社の英語公
用語化は創業者社長の強力なリーダーシップによる
ところが大きいが，少子高齢化などによる市場の縮
小，新興国の市場の拡大を考えれば，今後，さらに
英語公用語化を進める日本企業も現れることになる
のではないだろうか�。韓国のサムスン電子（株）
やＬＧエレクトロニクス（株）も英語公用語化を
行っており，非英語圏のグローバル企業の必然性か
ら生まれたのが，社内英語公用語化と言える。
　戦後から今日まで行われてきた企業の英語教育
は，時の経済や経営と密接に関係しながら発展して
きた。近年の企業活動のグローバル化は不可逆的で
あり，対応には企業の明暗がかかる。その解決策の
ひとつとして，社員の英語力の向上は重要な人材育
成の視点であり，企業のグローバル化を見据えた経
営戦略を実行するために絶対不可欠なものとの認識
が衰えることはないであろう。

４．企業内英語教育の教育的意義

　戦後から現在まで，企業内英語教育は日本企業の
国際化・グローバル化に寄り添うように，展開を進
めてきた。もちろん日本企業と一括りにすることは
できず，その規模や業種・業態など，千差万別であ
る。そのため，各企業が創り上げてきた企業内英語
教育も形態や内容は，企業の規模，業種，英語の
ニーズ，人材育成の方針などにより百社百様である
ことは言うまでもない。しかし，いくつかの共通項
を見ることができる。岩田（2007）による福岡県
内の５企業における企業内英語教育の事例調査によ
ると，企業は「強制戦略」と「促進戦略」という２
種類の手段を用いて英語教育を行っていることが明
らかになっている�。
　「強制戦略」と呼べるのは，社内外での英語研
修・TOEIC 受験の義務化，TOEIC のスコアの昇進・
昇格要件化，英語研修費用の一部自己負担などで，
社員に対して英語学習を必然的に行わざるを得ない
こと，あるいは経済的負担となることを，企業がい
わば「強いる」ことにより，社員の英語力を育成し
ようという施策である。「強制戦略」は，企業によ

企業内英語教育の展開過程と教育的意義
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る社員への心理的，金銭的「管理」と捉えることが
でき，企業内英語教育の人事労務管理的側面が色濃
く現れるところであり，「教育的」とは言い難い部
分であろう。
　では，実際に企業の「強制戦略」を受けている社
員は「管理」と感じているのだろうか。福岡市にあ
るＡ社は，従業員約17,000名のうち約160名が９
カ所の海外拠点に駐在し，製品の約70% が海外輸
出向けというグローバル企業である。英語教育で定
評のある親会社と同様に，Ａ社は「英語研修の義務
化」と「TOEIC の昇進要件化」を実施している。
　Ａ社の現役社員１名と退職した社員２名にインタ
ビュー調査を行なった�。３名ともにＡ社の行う英
語研修を受講し，昇進要件以上の TOEIC スコアを
出し管理職へと昇進した経験をもつ。３名に共通す
るのは，Ａ社に入社する以前から「Ａ社で働く限り
は，海外（英語）と無縁で過ごせるはずがない」と
考えていたことである。そのため，入社直後から始
まる英語研修も，TOEIC の受験や，そのスコアが
昇進の要件となることにも抵抗感を持っていない。
むしろ，管理職への昇進要件が TOEIC450点とする
Ａ社に対して，「もっと（基準となるスコアを）上
げなければならない」「今後は上がっていくだろう」
と答えているくらいである。その発言には「Ａ社の
社員であれば TOEIC450点は到達不可能なはずはな
い」という彼らの自負が見える。もちろん，Ａ社の
３名が「強制戦略」への典型的反応だとは言えない
し，彼らの発言が網羅的な意見を反映しているとも
言えない。しかしながら，「強制戦略」と見える企
業内英語教育も，社員の側から見れば，必ずしも強
制的なものとして受けとめられているとは限らない
のである。
　企業内英語教育において，人事労務管理的な要素
を完全に排除できないからといって，そこに教育的
意義を認めない理由にはならない。むしろ，社員の
英語学習にとって有利に働く「促進戦略」に積極的
に教育的意義を見出すべきではないのだろうか。
　「促進戦略」とは，社員の英語力を高めるために，
企業から社員に対して２種類の支援，すなわち「英
語学習の機会・手段を提供すること」と「英語学習
への経済的支援を提供すること」を行なうことであ
る。前者としては，社内における英語研修の企画・
募集・運営・実施，研修場所の提供，社外での学習
手段（民間英会話学校，通信教育，ｅラーニングな
ど）の提供や教材の貸出などがある。後者には社内
での英語研修の費用や社外での通信教育・ｅラーニ
ングにかかる費用を一部，あるいは全額負担，社員
の英語学習にかかる諸費用の補助などが含まれる。

また，TOEIC の受験料，それに付随する費用（会
場までへの交通費）など，学習への間接的補助にま
で及んでいる。一定以上の TOEIC スコアに対して
報奨金を出す企業もある�。
　企業の多くは，「促進戦略」を「強制戦略」と巧
みに組み合わせることで，企業内英語教育を構成
しているが，一方で，「促進戦略」のみで「強制戦
略」をまったく行なっていない企業も存在する。あ
るエネルギー関連企業では，５名以上の社員の自発
的な学習グループに対して，社員からの申請があれ
ば，講師料などを企業が補助する制度があり，これ
を活用し，英語学習を行なっている若手社員グルー
プもある（岩田2007）。社員の英語学習を自己啓発
として認め，それを支援しようという企業の姿勢の
表れである。そこには人事労務管理という企業の意
図とは別に，企業が「英語教育の提供者・学習の支
援者」となり，社員個人の英語学習，勤労者の生涯
学習に貢献するという企業の役割を見ることができ
る。
　さらに，勤労者の英語教育において企業の果たす
役割は，「企業内」だけにとどまるものではない。
坂口（1994：25）は，「生涯学習が，憲法に保証
する国民の『教育権』を具体化したものであるとす
るならば，企業における教育訓練活動も生涯学習振
興法に連動する生涯学習の一分野であり，企業にお
ける教育訓練のあり方も『教育権』を保証するとい
う視点から，あらためて『社会的責任』という問
題意識から検討されなければならない」とし，企
業内教育を通して勤労者の「教育権」�を守ること
は，企業の社会的責任ではないかと論じている。企
業内英語教育が学習者である社員の英語学習を支援
し，かれらの「教育権」を守る存在であるとの認識
は，民間企業の人事労務管理という限定的な役割よ
りも，教育・日本社会という広い視座から企業内英
語教育を捉え直すことを可能にするだろう。
　企業内英語教育を教育の視点で捉えたり，そこに
果たす企業の役割を検討したりすることは，ほとん
ど行われてこなかった。しかし，今後，教育的観点
から企業内英語教育の有効性を見出し，発展を目指
すことは，勤労者の英語学習を効果的にするととも
に，企業内英語教育の存在や重要性を顕在化し，日
本社会に学校教育とは別の勤労者のための英語教育
制度を構築することに繋がる。

５．おわりに

　企業内英語教育は，戦後の日本経済の動向や人事
施策と連動しながら，各企業が創り上げてきたもの
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である。民間企業がその社員に対して行うもので，
人事労務管理の色合いが濃く，そこに教育的意義を
積極的に見出すことはなかった。しかし，企業内英
語教育は歴史も長く，多くの企業で組織的・体系的
に実施されてきたという経緯がある。現在も人事労
務管理の側面も見えはするが，何より企業が社員で
ある勤労者の英語学習の支援を提供しているという
事実を見過ごすことはできない。その点に着目し，
企業内英語教育の中に教育的意義を見出す可能性を
示した。
　本論における検討は未だ限定的である。企業内英
語教育は学際的追究が必要な研究領域であるが，上
述したとおり，どの関連領域でも周縁的テーマにと
どまってきた。そのため理論・実践という基礎的研
究の蓄積も少ない。しかしながら，本論は以下のよ
うな課題意識への第一歩になると考えている。
１．企業内英語教育制度を整備することにより，学

校教育から成人教育・社会教育・生涯学習までの
一連の英語教育システムを構築し，子どもから成
人までの幅広い年代の英語学習を支援することが
できないであろうか。

２．現在の企業内英語教育は大企業中心に行われて
いる。企業活動上，英語のニーズがあるにもかか
わらず，中小企業での英語教育は極めて例が少な
い�。中小企業の勤労者にもアクセスできる英語
教育制度を確立できないであろうか。

３．さらに，英語だけではなく他外国語教育，外国
人人材の日本語学習の支援など，企業における言
語教育に企業内英語教育は波及的ではないだろう
か�。

　企業内英語教育は「企業内」という限定した枠組
み内だけで捉えるのではなく，社会的視点からも議
論されるべきである。今後，教育的・社会的観点か
ら企業内英語教育の有効性を見出し，発展を目指す
ことは，勤労者の英語学習を効果的にするととも
に，企業内英語教育の存在・重要性を顕在化し，さ
らなる発展の原動力となるであろう。

注

⑴　本稿における日本企業が関わる「グローバル
化」とは，資本，生産拠点，市場，製品，技術，
情報，労働力などが地球規模でボーダレスに流
動・移動することと定義する。

⑵　戦前は，「人事管理」（ホワイトカラー対象）と
「労務管理」（ブルーカラー対象）は区別されて
取り扱われてきたが，戦後はこのような区別がな
くなり，近年は両者を合わせて「人事労務管理」

と呼ぶのが一般的である（黒田他2003）。
⑶　終戦の翌月（1945年９月）に書店に並べられ

た『日米英会話手帳』（誠文堂新光社）は，わ
ず か ３ か 月 間 で360万 部 を 売 り 上 げ た（ 晴 山
2008）。同書は400万部を売り上げ，戦後初のベ
ストセラー（鳥飼2002：8）とも言われている。

⑷　江戸時代からの日本人と英語（英語学習）に
ついての関係については，太田（1995）や斎藤
（2001）に詳しい。

⑸　「グローバル人材」には定義はない。「国際要
員」や「海外派遣者」と表記している企業もあ
る。また，日本人と外国人を想定している多国籍
企業もある。しかし，本稿における「グローバル
人材」とは，「グローバル化した企業活動に従事
する日本人社員」と定義する。

⑹　「平成21年度能力開発基本調査」『厚生労働
省 ホ ー ム ペ ー ジ 』http:www.mhlw.go.jp/stf/
houdou/2r9852000000525e.html （検索日2010
年７月18日）

⑺　『平成18年社会生活基本調査　第20表　男女，
学習・研究の種類，頻度・目的・方法別行動者
数，平均行動日数及び行動者率』。

⑻　文部省民間教育事業室（1995）は，「社会教育
に係る学習機会の提供は，伝統的に『行政』と
『民間非営利団体』を中心として発展してきたた
め，社会教育法が『社会教育』を幅広く定義し
ているにもかかわらず，『社会教育とは，公立の
公民館・図書館・博物館などにおける活動や，財
団・社団などが実施する非営利事業のことであ
る』という誤ったイメージが形成されてしまった
ようである」と述べている（下線筆者）。

⑼　元木（1991：20-23）では社会教育には狭義
と広義のとらえ方があり，広義の社会教育として
民間教育文化事業などと並び，「企業的教育」を
挙げている。

⑽　産業教育振興法第二条「この法律で『産業教
育』とは，中学校（中等教育学校の前期課程及び
特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。），高等
学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校
の高等部を含む。以下同じ。），大学又は高等専門
学校が，生徒又は学生等に対して，農業，工業，
商業，水産業その他の産業に従事するために必要
な知識，技能及び態度を習得させる目的をもって
行う教育（家庭科教育を含む。）をいう。」

⑾　企業内教育をテーマとした研究として，尾高
（1993），坂口（1992），永田（1995）などが
ある。

⑿　日本で成人を扱った英語教育・学習に関する
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研 究 と し て， 阿 佐 美（2003）， 岩 田（2005a， 
2005b），Iwata（2006）， 加 藤（2002）， 川 崎
（2000），島岡（2003），白畑（1990，1992），
土屋（2000），中舛（1996），山根（2001）な
どがある。

⒀　『我が国の高等教育の将来像』（2005年中央教
育審議会の答申）で使われた言葉で，「知識基盤
社会」とは，『我が国新しい知識・情報・技術が
政治・経済・技術が政治・経済・文化をはじめ社
会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に
重要性を増す社会」と定義づけされている。

⒁　TWI（Training Within Institution）は，生産現
場の第一線管理者・監督者を対象とした訓練であ
り，MTP（Management Training Program） は，
生産現場の中間管理職・事務営業系の第一線管理
職のための訓練を言う（川喜多・依田2008）。

⒂　日本産業訓練協会は，労働省から TWI を通産
省から MTP を実施する役割を与えられた。

⒃　日本経済新聞1996. １.21朝刊
⒄　全社員という大規模で TOEIC を受験したのは

富士通（株）が最初だが，1995年には（株）日
立製作所が TOEIC を採用している（安達2004：
33）。

⒅　週刊東洋経済1997. ９. ６。（株）コマツ以前
の，1995年に（株）日立製作所が TOEIC のスコ
アにより人事評価をするようになったが，正式に
昇進の要件としたのは2001年になってからであ
る（安達2004：33）。

⒆　第１回 TOEIC（1979年）の国内受験者は約
3,000人ほどであったが，1989年には20万人，
96年 に は60万 人，2000年 に は100万 人 を 超 え
た。2008年には年間延べ171万人が受験してい
る（国際ビジネスコミュニケーション協会ホーム
ページ）。

⒇　スミダコーポレーションは「英語公用語化」で
はなく「英語共通語化」と呼んでいる。本論文で
は，便宜上「英語公用語化」で統一する。
　「英語公用語化」と言えば，日産自動車（株）
の名前が挙がるが，安達（2004：39）によれ
ば，日産社内においては「英語を公用語化する」
という宣言はなされていない。企業トップが外国
人であるために，実質的に英語が社内で使用され
ているためであろう。

�　SMK は，多彩な英語研修プログラム設定して
いる（例えば，レベル別英会話教室，役員英会話
レッスンクラス，英語によるプレゼンテーション
研修，英文ビジネスライティング研修，海外赴任
者用短期集中個別レッスンなど）。スミダコーポ

レーションは，東京本社の１フロアに１名の外国
人社員を配置，英語スピーチコンテスト（優勝者
はグアム旅行の報奨付き），社内食堂の従業員は
外国人，メニューは英語表記，社員全員に英語の
ニックネームをつける，などの取組みを行ってい
る（詳しくは，桐山2010）。

�　（株）日産自動車と日本板硝子（株）が有名で
ある。

�　ユニクロは，新卒の外国人を増やす予定であ
る。新卒採用の半数以上は外国人とする計画を発
表した（日本経済新聞2010. ５.12朝刊）。

�　日本経済新聞2010. ８.30夕刊
�　石倉洋子（一橋大学）は，ユニクロや楽天の社

内英語公用語化に対して，「30年前から『グロー
バル人材が必要』と唱えるだけで実際には何もし
てこなかった従来型の企業への強い警告になる」
と高く評価している（日本経済新聞2010. ９.30
朝刊）。

�　岩田（2007）の事例企業は，製造業４社とエ
ネルギー関連１社である。内１社はフランスとの
合弁企業である。

�　2005年12月～2006年１月にかけて，Ａ社外
にて３名個別にインタビューを行った。

�　TOEIC を主催する国際ビジネスコミュニケー
ション協会が実施した調査では，企業の63.2% が
受験料の全額を，24.3% が一部を負担していると
いう結果を示している。さらに TOEIC に関して
言えば，高いスコアに対しては，報奨金を支給す
る企業もある。企業の24.3％が，スコアに基づ
き報奨金を支給している（国際ビジネスコミュニ
ケーション協会2005）。

�　高井（1989）によると，「教育権」は基本的人
権の一部を構成する権利であり，学習主体の「学
習する権利」と「教育を受ける権利」とを中核
にした権利としてとらえられ（P.275），さらに，
勤労者の権利として検討していかなければならな
い「教育権」とは，それらを内包するとともに，
「学習の機会・教育の機会を要求する（学習・教
育の条件整備を要求する）権利」を含み，さらに
は現在および将来の仲間同士が相互に教え合い，
学び合うための，「学習の機会・場を創造してい
く権利」，「教育する権利」までもその視野に入れ
て考えていくことが必要である（P.276）と論じ
ている。

�　ある中小企業の経営者は，社員に英語の重要性
を説いてはいるが，社内での研修は行っていない
（2009年７月10日インタビュー実施）。

�　東海地方の中小企業で働く日系人勤労者は，長

岩　田　京　子



185企業内英語教育の展開過程と教育的意義

期に日本に滞在しながら，日本語教育をほとんど
受けていない者もいる。そのため2008年秋から
の経済危機に対しても，転職・再就職先が極めて
少ない（日本経済新聞2009. ６.25朝刊）。また，
経済連携協定（EPA）で来日したインドネシア人
やフィリピン人介護士・看護師にも日本語の壁は
厚い（日本経済新聞2009. ５.10朝刊）。
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